
補助事業公募審査会二次審査（公開プレゼンテーション審査）実施要領 

 

 

１１１１    二次審査（公開プレゼンテーション審査）の内容二次審査（公開プレゼンテーション審査）の内容二次審査（公開プレゼンテーション審査）の内容二次審査（公開プレゼンテーション審査）の内容    

   一次審査（書類審査）における申請内容と評価結果を踏まえて、申請団体が審査委員に対して直

接アピールを行うことにより、公益性（社会的な便益）・妥当性（目的及び目標設定）・効果効率性

（実現可能性）の３つの観点から、改めて審査を行うものです。 

一次審査の点数を持ち点（４０点満点）とし、二次審査も審査委員１人につき４０点満点で採点

し、それぞれ審査委員の採点（一次審査と同様）により合計点で順位付けを行い、補助金交付の採

否を決定します。 

 

２２２２    二次審査（公開プレゼンテーション審査）の実施方法二次審査（公開プレゼンテーション審査）の実施方法二次審査（公開プレゼンテーション審査）の実施方法二次審査（公開プレゼンテーション審査）の実施方法    

（１）二次審査（公開プレゼンテーション審査）の日時は、平成２５年１２月１６日（月）１３：３０

～１６：５０（予定）で、場所は市役所５階 大会議室です。 

（２）審査は、別紙タイムスケジュール及び審査グループにより行います。ただし、審査内容・状況に

より順番や審査時間が前後する場合があることをご了承ください。 

（３）各団体のアピールタイム（プレゼンテーション時間）は１事業当たり５分間以内とします。１団

体で複数事業がある場合の持ち時間は、事業数×５分としますが、各事業については５分以内と

します。（１事業に５分を超えるプレゼンテーションを行うことはできません） 

なお、２団体（事業）に一括してプレゼンテーションを行っていただき、その後、まとめて質疑

を行います。ただし、「平兵衛祭り保全事業」については、１事業で審査を行います。 

（４）プレゼンテーションの冒頭に「団体名・事業名」を告げてから説明をはじめてください。 

（５）プレゼンテーションの方法は口頭によるアピールを原則としていますが、説明用資料等を用いて

も構いません。その場合は、１０部用意し、当日審査前に事務局にお渡しください。なお、口頭

によるアピールでは、補助事業申請書に書かれている内容と同じことを説明していただく必要は

ありませんので、審査に臨むに当たっては、アピールポイント等を簡潔かつ要領よく審査委員に

説明してください。 

（６）プレゼンテーション終了３０秒前にベルを鳴らしてお知らせします。また、５分間終了後に再度

ベルを鳴らしますので、アピールの途中であっても終了してください。 

（７）一団体当たりの説明者は３名以内とし、原則として団体構成員に限ります。 

（８）団体出席者は、審査開始の１０分前までに会場へお越しください。欠席の場合は審査を棄権した

ものとみなします。 

（９）別紙タイムスケジュールで都合が悪い場合、または審査を棄権する場合には、事前に事務局まで

ご連絡ください。 


